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柏 市 地 域 型 保 育 事 業 設 備 運 営 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 制 定 に つ い て

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ５ 日

１ 改 正 の 概 要

(1) 児 童 福 祉 施 設 最 低 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 及 び 家 庭 的 保 育

事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平

成 ２ ７ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ６ ３ 号 ） が 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 に 公

布 さ れ ， 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 さ れ た た め ， ２ （ １ ） の 内 容 に

係 る 改 正 を し よ う と す る も の で す 。

(2) 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 及 び 家 庭 的 保 育 事

業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成

２ ８ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ２ ２ 号 ） が 平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ８ 日 に 公 布

さ れ ， 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 さ れ る こ と と な っ た た め ， ２

（ ２ ） の 内 容 に 係 る 改 正 を し よ う と す る も の で す 。

(3) 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 及 び 家 庭 的 保 育 事

業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成

２ ８ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ２ ３ 号） が 平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 に 公 布

さ れ ， 建 築 基 準 法 施 行 令 及 び 地 方 自 治 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す

る 政 令 の 施 行 の 日 （ 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ 日 ） か ら 施 行 さ れ る こ と

と な っ た た め ， ２ （ ３ ） の 内 容 に 係 る 改 正 を し よ う と す る も の

で す 。

な お ， こ の 省 令 改 正 の う ち ， 引 用 条 項 の 条 項 （ 号 ） ず れ に つ

い て は ， 地 方 自 治 法 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 長 の 専 決

処 分 に よ り （ 議 会 の 議 決 を 経 ず に 市 長 が ） 条 例 の 一 部 改 正 を 行

い ま す 。

２ 改 正 の 内 容 （ 案 ）

(1) 当 分 の 間 ， 乳 児 ４ 人 以 上 を 入 所 さ せ る 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 及

び Ｂ 型 並 び に 事 業 所 内 保 育 事 業 （ 以 下 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 ・

Ｂ 型 等 」 と い う 。 ） に 係 る 保 育 士 の 数 の 算 定 に つ い て ， 当 該 小

規 模保 育 事 業 Ａ 型・ Ｂ 型 等 に 勤 務 す る 保 健 師 又 は 看 護 師 に 加 え ，

当 該 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 ・ Ｂ 型 等 に 勤 務 す る 准 看 護 師 に つ い て

も ， １ 人 に 限 っ て ， 保 育 士 と み な す こ と が で き る こ と と す る も
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の で す 。

(2) 当 分 の 間 ， 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 及 び 保 育 所 型 事 業 所 内 保 育 事

業 （ 以 下 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 等 」 と い う 。 ） に お け る 保 育 士

配 置 に つ い て ， 次 の 運 用 を 可 能 と す る も の で す 。

た だ し ， イ 及 び ウ の 運 用 を 行 う 場 合 で あ っ て も ， 保 育 士 を 各

時 間 帯 に お い て 必 要 と な る 保 育 士 の 数 の ３ 分 の ２ 以 上 置 く こ と

と し ま す 。

ア 朝 夕 等 の 乳 幼 児 が 少 数 と な る 時 間 帯 に お け る 職 員配 置

小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 等 に お い て は ， 配 置 基 準 に よ り 算 出 さ

れ る 保 育 士 の 数 が １ 人 と な る 場 合 で あ っ て も ， 保 育 士 を ２ 人

以 上 配 置 す る こ と が 定 め ら れ て い ま す が ， 朝 夕 等 の 乳 幼 児 が

少 数 と な る 時 間 帯 に ， 当 該 配 置 基 準 に よ り 算 出 さ れ る 保 育 士

の 数 が １ 人 と な る 場 合 に 限 り ， ２ 人 配 置 す る 保 育 士 の う ち １

人 を ， 市 長 が 保 育 士 と 同 等 の 知 識 及 び 経 験 を 有 す る と 認 め る

者 をも っ て 代 え る こ と を 可 能 と す る も の で す 。

イ 幼 稚 園 教 諭 等 の 普 通 免 許 状 の 保 持 者 の 活 用

配 置 基 準 に よ り 保 育 士 の 数 を 算 定 す る 際 ， 小 学 校 教 諭 若 し

く は 養 護 教 諭 又 は 幼 稚 園 教 諭 の 普 通 免 許 状 を 有 す る 者 を 保 育

士 と み な す こ と を 可 能 と す る も の で す 。

ウ 利 用 定 員 の 総 数 に よ り 算 出 さ れ る 保 育 士 の 数 を 超 え る 追 加

的 な 保 育 士 確 保 の 場 合 の 職 員 配 置

１ 日 に つ き ８ 時 間 を 超 え て 開 所 す る 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 等

に お い て ， 利 用 定 員 の 総 数 に 係 る 配 置 基 準 に よ り 算 出 さ れ る

保 育 士 の 数 を 超 え て ， 追 加 的 に 保 育 士 を 確 保 し な け れ ば な ら

な い 場 合 に は ， 追 加 的 に 確 保 し な け れ ば な ら な い 保 育 士 の 人

数 の 範 囲 内 で ， 市 長 が 保 育 士 と 同 等 の 知 識 及 び 経 験 を 有 す る

と 認 め る 者 を 保 育 士 と み な す こ と を 可 能 と す る も の で す 。

(3) 小 規 模 保 育 事 業 及 び 事 業 所 内 保 育 事 業 に お け る 乳 児 室 ， ほ ふ

く 室 ， 保 育 室 又 は 遊 戯 室 を ４階 以 上 の 階 に 設 け る 場 合 の 避 難 用

の 屋 内 階 段 の 構 造 に つ い て ， 建 築 基 準 法 施 行 令 第 １ ２ ３ 条 第 １

項 第 ２ 号 が 新 設 さ れ た （ 第 １ 号 が 第 １ 号 と 第 ２ 号 に 分 か れ た ）

た め ， 次 の と お り 規 定 を 整 理 す る も の で す 。
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改 正 前 改 正 後

建 築 基 準 法 施 行 令 第 123 条 第 1 項 各

号 又 は 同 条 第 3 項 各 号 に 規 定 す る 構

造 の 屋 内 階 段 (た だ し ， 同 条 第 1 項

の 場 合 に お い て は ， 当 該 屋 内 階 段 の

構 造 は ， 建 築 物 の 1 階 か ら 保 育 室 等

が 設 け ら れ て い る 階 ま で の 部 分 に 限

り ， 屋 内 と 階 段 室 と は ， バ ル コ ニ ー

又 は 外 気 に 向 か っ て 開 く こ と の で き

る 窓 若 し く は 排 煙 設 備 (同 条 第 3 項

第 1 号 に 規 定 す る 国 土 交 通 大 臣 が 定

め た 構 造 方 法 を 用 い る も の そ の 他 有

効 に 排 煙 す る こ と が で き る と 認 め ら

れ る も の に 限 る 。 )を 有 す る 付 室 を

通 じ て 連 絡 す る こ と と し (以 下 略 )

建 築 基 準 法 施 行 令 第 123 条 第 1 項 各

号 又 は 同 条 第 3 項 各 号 に 規 定 す る 構

造 の 屋 内 階 段 (た だ し ， 同 条 第 1 項

の 場 合 に お い て は ， 当 該 屋 内 階 段 の

構 造 は ， 建 築 物 の 1 階 か ら 保 育 室 等

が 設 け ら れ て い る 階 ま で の 部 分 に 限

り ， 屋 内 と 階 段 室 と は ， バ ル コ ニ ー

又 は 付 室 (階 段 室 が 同 条 第 3 項 第 2

号 に 規 定 す る 構 造 を 有 す る 場 合 を 除

き ， 同 号 に 規 定 す る 構 造 を 有 す る も

の に 限 る 。 )を 通 じ て 連 絡 す る こ と

と し (以 下 略 )

３ 施 行 期 日 （ 予 定 ）

(1) ２ （ １ ） 及 び （ ２ ） 平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日

(2) ２ （ ３ ） 公 布 の 日


